
松戸市介護サービス相談員派遣事業について 

 

１．介護サービス相談員派遣事業の概要 

 介護サービスを利用している人のなかには、介護保険施設等の対応や介護サービスの質に

ついて、要望、不満、疑問等がありながら、施設職員等に対する気兼ねなどから人知れず我

慢している人も少なくありません。 

 介護サービス相談員は、利用者との対話を通じて、利用者の声なき声（要望、不満、疑問

等）を汲み取り、利用者の思いを施設に伝え、施設側の自発的な気づきを促すことでサービ

スの質の向上を図り、苦情などを未然に防ぐ役割を果たしています。介護サービス相談員派

遣事業は、介護サービス利用者と事業者双方と対等な立場に立ち、両者間の橋渡しを行うこ

とにより、サービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。 

 松戸市では、平成１３年８月より「松戸市介護相談員派遣事業※」を開始し、介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護（ショートステイ）、認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）、有料老人ホーム（介護付・住宅型）等に介護サービス相談員を派

遣しております。 
※現在の呼称は「介護サービス相談員派遣事業」となっています。 

 

２．介護サービス相談員活動の流れ 

 ⑴介護サービス相談員の選任 

 当初は、松戸市老人クラブ連合会の推薦を受けた方に委嘱していましたが、平成１７年度

より公募により募集しています。 

 応募資格 

① 松戸市民であること 

② 介護保険事業の関係者以外の者 

③ 年５回程度連絡会に出席できる者＊１ 

④ 研修会（養成研修５日間、現任研修２日間）に参加できる者＊２ 

 ＊１ 連絡会・・介護サービス相談員と事務局で活動報告、研修、意見交換等を行います。

原則全員出席となります。 

 ＊２ 研修会・・初年度は養成研修、次年度からは現任研修（以降は３年に１回）を受講

していただきます。 

 ⑵活動内容 

・ 介護保険施設等を訪問して、利用者の話を傾聴します。 

・ 利用者の話から要望等を把握・整理し、施設へ伝達します。 

・ 毎月訪問した施設の活動報告書（相談状況票）を市へ提出します。 

・ 年５回程度連絡会に出席し、意見交換を行います。 

・１回あたりの活動報償費は３，０００円です。 

 ⑶活動場所・訪問頻度 

・ 原則、市内全域が派遣対象となります。訪問先は事務局が選定し、相談員は１人につき

８施設を担当します。 

・ １ヶ月４施設を訪問しますので、２か月で担当する施設を一巡することとなります。 

・ 活動時間は１施設あたり２時間程度です。 

 



３．介護サービス相談員活動の実績 

 ⑴介護サービス相談員数（Ｒ７.１２.１現在） 

令和５年度  １３名（令和２年から令和５年までコロナ禍で活動休止） 

令和６年度  １５名 

令和７年度  ２３名 

 ⑵介護サービス相談員受入施設数（Ｒ７.１２.１現在） 

              

 ⑶主な相談内容 

 ①職員に関すること 

  例  言葉や態度が荒っぽい、冷たい等 

 ②介護サービスに関すること 

  例  お風呂の頻度が少ない、リハビリをもっと受けたい等 

 ③施設・設備に関すること 

  例  冷房が効きすぎて寒い、手すりがほしい、トイレや洗面台が汚れている等 

 ④食に関すること 

  例  味付けに偏りがある、不味い、食事の量への不満 

⑤ 不安・悩み・要望 

 例  家族関係の悩み 

    身体の悩み（体の痛み、しびれ、入れ歯が合わない等） 

    他の利用者との関わり方（苦手な人がいる等） 

    私物について（見当たらない等） 

    日中することがない、一日が長い 

    もっと外出したい 等 

 

 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

介護老人福祉施設 ２４ヶ所 ２４ヶ所 ２４ヶ所 ２４ヶ所 ２４ヶ所 

介護老人保健施設 １２ヶ所 １１ヶ所 １１ヶ所 １０ヶ所 １０ヶ所 

短期入所生活介護 

(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 

９ヶ所 ９ヶ所 ９ヶ所 ８ヶ所 ８ヶ所 

認知症対応共同生活介

護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

３６ヶ所 ３６ヶ所 ３６ヶ所 ３８ヶ所 ３９ヶ所 

介護付有料老人ホーム   ２ヶ所 ３ヶ所 ３ヶ所 

住宅型有料老人ホーム   ４ヶ所 ４ヶ所 ４ヶ所 

サービス付高齢者向け

住宅 

    ３ヶ所 

 ８１ヶ所 ８０ヶ所 ８６ヶ所 ８７か所 ９１か所 


